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平成２０年第１回福島町議会定例会（７月会議）議会提出議案目次

番 号 件 名 頁

意見書案

１
新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について １

２ 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書の提出について ３



－ １ －

意見書案第１号

新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について

上記の意見書を別紙のとおり提出する。

平成２０年７月２５日

福 島 町 議 会

議 長 溝 部 幸 基 様

提出者 総務教育常任委員会

委 員 長 平 野 隆 雄



－ ２ －

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

過疎対策については、昭和４５年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、３次にわた

る特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環

境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。

しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり、路線バスなど公

共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・

生産基盤の弱体化が進むなかで、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極め

て深刻な状況に直面している。

過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、

都市に対して、食糧の供給・水資源の供給、自然環境の保全といやしの場を提供するとと

もに、森林による地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っている。

過疎地域は、国民共通の財産であり、国民の心のより所となる美しい国土と豊かな環境

を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成２２年３月末をもって失効することとな

るが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き

続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。

過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維

持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するもので

あることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。

よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

（議決年月日）

北海道松前郡福島町議会議長 溝部 幸基

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣

国土交通大臣



－ ３ －

意見書案第２号

道路整備に必要な財源の確保に関する意見書の提出について

上記の意見書を別紙のとおり提出する。

平成２０年７月２５日

福 島 町 議 会

議 長 溝 部 幸 基 様

提出者 経済福祉常任委員会

委 員 長 杉 村 志 朗



－ ４ －

道路整備に必要な財源の確保に関する意見書

北海道は、広大な面積に１８０の市町村から成る広域分散型社会を形成し、道民の移動

や物資の輸送の大半を自動車交通に依存していることから、道路は道民生活や経済・社会

活動を支える最も重要な社会基盤となっている。

また、冬期間における厳しい気象条件に加え、台風などの自然災害時に発生する交通障

害や交通事故の多発、道路施設の計画的な補修・更新など、多くの解決すべき課題を抱え

ている。

以上のことから、道民にとって、高規格幹線道路から住民に最も密着した市町村道に至

る道路網の計画的・体系的整備はぜひとも必要であり、特に、全国に比べて大きく立ちお

くれている高規格幹線道路ネットワークの形成は、圏域間の交流・連携の強化、道民の命

にかかわる救急搬送といった地域医療の充実などを図る上での最も重要な課題の一つであ

る。

こうした中、政府においては、道路特定財源の来年度からの一般財源化を閣議決定した

ところであるが、国、地方を通じて極めて厳しい財政状況のもとで、いかに地方の道路整

備に必要な財源が確保されていくのか、非常に危惧されるところである。

このような状況を踏まえ、次の事項について強く要請する。

記

１ 道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方が必要とする道路の整備や維持管理

に要する財源の確保を明確にすること。

２ 新たな整備計画の策定に当たっては、立ちおくれている高規格幹線道路の整備や

安全で安心な冬期交通の確保など、北海道の実情に十分配慮した道路整備が着実に推

進できるようにすること。

３ 地方の自主性・裁量性を生かし、地域の道路整備のさまざまな課題に対応すること

ができる地方道路整備臨時交付金制度を維持し、さらに拡充を図ること。

４ 今年度の暫定税率失効に伴う国道及び地方道の道路整備財源の減少分については、

国の責任において確実に措置すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

（議決年月日）

北海道松前郡福島町議会議長 溝部 幸基

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣


